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第２６回桜井市地域ブランド認定推進委員会 会議録（要約） 

 

開催日時 令和４年８月９日（火） 午後２時～午後３時３０分 

場  所 桜井木材協同組合 ２階 会議室 

出 席 者 

【委員】 

福井達郎氏（桜井市商工会）、林勤氏（桜井市観光協会） 

高田清隆氏（奈良県農業協同組合）、菅生康清氏（桜井木材協同組合） 

津田康英氏（奈良県立大学）、上地加容子氏（畿央大学） 

平浩一郎氏（奈良県中部農林振興事務所） 

テリー植田氏（東京カルチャーカルチャープロデューサー） 

 

【事務局】 

岡本喜一（観光まちづくり課課長） 

廊坊明彦（観光まちづくり課主幹） 

安田碧輝（観光まちづくり課観光事業係） 

 

【取材及び傍聴】 

 なし 

司会 

ただ今より第２６回桜井市地域ブランド認定推進委員会を開催する。ご多忙

の中ご出席を賜り感謝する。今年度最初の会議となるため、事務局からお一人

ずつ委員を紹介させていただく。 

（委員紹介） 

ここからは議事進行を福井委員長にお願いしたい。 

福井委員長 

では、次第２の「第８回大和さくらいブランド認定品 申請受付について」

及び次第３「大和さくらいブランド認定品の更新について」について事務局よ

り説明願う。 

事務局 

（説明） 

・第８回大和さくらいブランド認定品募集について説明 

・第１回、第２回、第５回の認定品が更新時期であることについて説明 

福井委員長 
 何かご意見、ご質問があればお聞きしたい。なければ次に、次第４の「今年

度の啓発事業の方針について」について事務局より説明願う。 

事務局 

（説明） 

・前年度に実施した啓発事業について振り返り 

・今年度事業として、「なら食と農の魅力創造国際大学校（NAFIC）付属セミ

ナーハウスでのブース設置」と「irodori kintetsuとの連携事業」を提案 

福井委員長 何かご意見、ご質問があればお聞きしたい。 

津田委員 
１つ目のブース設置事業について、選定された認定品の経緯と２つ目の事業

の今後の流れについて説明いただきたい。 
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事務局 

１つ目のブース設置事業については、大和さくらいブランド認定品の紹介及

び販売ブースであるため、日持ちの短い商品は選定されなかった。２つ目の事

業については、「irodori kintetsu」と大和さくらいブランド認定品を連携させ

た新商品の開発を行う。現在は、株式会社近鉄リテーリングと調整中。 

上地委員 
１つ目のブース設置事業で選定された、認定品はなぜ記載の４品なのか。日

持ちの良い商品なら他の認定品でもあるのではないか。 

事務局 

選定された認定品に関しては、NAFIC付属セミナーハウスの指定管理業者

である平川商事株式会社が大和さくらいブランド認定品一覧の中から選定され

た４品となっている。 

菅生委員 

大和さくらいブランド事業における、全体的な事業の進め方について、説明

願う。また、令和２年度に行った ECサイト開設に関連して最近、南都銀行が

新たな ECサイトを開設したそうなので、大和さくらいブランド認定品とも連

携させてみてはどうか。 

事務局 

本事業では、事務局で事業案を考案し、委員会で承認を得てから事業を進め

ていく流れになっている。ECサイトに関しては、活用していきたいため、様々

なところと連携も検討する。貴重なご意見ありがとうございます。 

福井委員長 次に、次第５の「年間スケジュールについて」について事務局より説明願う。 

事務局 
・令和４年度 年間スケジュールの説明 

・次回委員会の日程について説明 

事務局 

本来ならば、本日の委員会で第２７回委員会（審査会）の日程を決めるが、

翌年１月の開催予定であり、現時点では日程調整が難しいため再度事務局より

日程調整をさせていただく。 

福井委員長 他にご意見、ご質問があればお聞きしたい。 

テリー委員 

最近の東京での三輪素麺の認知度について共有したい。 

この時期になると、素麺関連の番組に出演する機会が増え、多くの番組で三輪

素麺を発信しているが、先日の番組で新人 AD（アシスタントディレクター）

に三輪素麺について尋ねると、「聞いたことがない」「読み方がわからない」と

の回答があり、少し衝撃を受けた。 

若者の認知度を向上させることが、今後の課題だと実感した。 

林副委員長 

以前、奈良新聞の記事で大和さくらいブランド認定事業者を含む、市内の事

業者が掲載されていたので、共有する。 

今後も、このような新聞への掲載も積極的に取り組んでほしい。 

福井委員長 他にご意見、ご質問がなければ、これにて本日の委員会を閉会とする。 

 


